
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一

○
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

三

○
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

規

則

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
緊
急
医

師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
七
号

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
県
内
に
居
住
す
る
成
年
者
で
あ
っ
て
独
立
の
生
計
を
営
み
、
か
つ
、
」
を
「
独

立
の
生
計
を
営
む
者
で
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
表
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
項
第
五
号
中
「
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通

園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
及
び
重
症
心
身
障
害
児
施
設
」
を
「
障
害
児
入
所

施
設
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

歯
科
衛
生
士

一

医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所

二

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
施
設

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
現
況
報
告
書
の
提
出
）

第
十
二
条

契
約
の
相
手
方
は
、
学
校
等
を
卒
業
し
た
日
か
ら
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
全
部
を
免
除

さ
れ
、
又
は
返
還
債
務
の
履
行
を
終
え
る
日
ま
で
の
間
、
毎
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
、
同
月
一
日
現

在
の
現
況
を
現
況
報
告
書
（
様
式
第
十
号
）
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

様
式
第
一
号
中

貸
与

期
間

年
月
か
ら

年
月
ま

「

修
学
資
金
月
額

50,000円
貸
与
申
請
額

入
学
金
に
相
当
す
る
額

円
で

を
」

貸
与

期
間

年
月
か
ら

年
月

に
改
め
る
。

ま
で

」

「月
額

様
式
第
三
号
中
「月

額
円

」
を

入
学
金
に
相
当
す
る
額

50,000円

に
改
め
る
。

円

」

様
式
第
九
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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様
式
第
三
号
中

｢月
額

円
｣

を

｢月
額

入
学
金
に
相
当
す
る
額

50,000円

に
改
め
る
。

円
｣

様
式
第
九
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様 式 第 １ ０ 号 （ 第 12条 関 係 ）

現 況 報 告 書

年 月 日

福 島 県 知 事

貸 与 決 定 番 号 第 号

申 請 者 住 所

氏 名 印
ふ り が な

年 ４ 月 １ 日 現 在 の 状 況 に つ い て 、 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。

記

勤 務 等 の 状 況

１ 次 の 医 療 機 関 等 に お い て 理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 ・ 診 療 放 射 線 技 師 ・ 歯 科 衛 生 士

と し て 勤 務 し て い ま す 。

医 療 機 関 等 の 名 称

医 療 機 関 等 の 所 在 地

２ そ の 他

備 考

１ １ 又 は ２ の う ち 該 当 す る 番 号 を ○ で 囲 み 、 所 要 事 項 を 記 入 す る こ と 。

２ １ に つ い て は 、 該 当 す る 職 種 を ○ で 囲 む こ と 。

３ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と し 、 縦 長 に し て 用 い る こ と 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
に
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
二
十
号
）
第

二
条
に
規
定
す
る
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
修
学
資
金
の
貸
与

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
福
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
年
度
に
公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学
が
設
置
す

る
福
島
県
立
医
科
大
学
に
入
学
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い

も
の
と
す
る
。

第
一
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

福
島
県
立
医
科
大
学
の
学
業
成
績
証
明
書

第
二
条
第
一
号
中
「
福
島
県
立
医
科
大
学
」
を
「
公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学
が
設
置
す
る

福
島
県
立
医
科
大
学
」
に
改
め
る
。

「

「

□

第
一
種
貸
与

月
額

150,000円
貸
与
申
請
の

種
類

（
□に

様
式
第
一
号
中

□

第
二
種
貸
与

月
額

100,000円

を

貸
与

チ
ェ
ッ
ク
す

る
こ
と
。

）

加
算
額

入
学
料

円
」

修
学
資
金

月
額

150,000円

申
請
額

に
改
め
る
。

加
算
額

入
学
料

円

」

「２
修
学
資
金
の
種
別

第
種
貸
与

「２

様
式
第
三
号
中

を

３
決
定
金
額

修
学
資
金
月
額

円
入
学
料
に
相
当
す
る
額

円

」

決
定
金
額

修
学
資
金
月
額

150,000円

に
、
「４

貸
与
期
間

」
を
「３

入
学
料
に
相
当
す
る
額

円

」

貸
与
期
間

」
に
、
「５

貸
与
条
件

」
を
「４

貸
与
条
件

」
に
改
め
る
。

「

２
条
例
第
６
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
県
内
臨
床
研
修

「

等
従
事
期
間
が

同
号
に
規
定
す
る
期
間
に
達
し
た
た
め

２
、

様
式
第
六
号
中

３
業
務
上
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し

又
は
業
務
に
起
因
す
る

を

、
心
身
の
故
障
の
た
め
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
た
め

（条
例
第
６
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当

)

」

業
務
上
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し

又
は
業
務
に
起
因
す
る

、
心
身
の
故
障
の
た
め
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

に
、
「４

条
例
第
７
条
第
１
項
第

た
た
め

（条
例
第
６
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当

）

」

４
号

」
を
「３

条
例
第
７
条
第
１
項
第
４
号

」
に
、
「５

死
亡

」
を
「４

死
亡

」
に
、
「３

か
ら
５

」
を
「２

か
ら
４

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
に
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
十
九
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与

を
受
け
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
十
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
、
三
十
五
の
項
、
三
十
八
の
項

か
ら
四
十
の
項
ま
で
、
四
十
三
の
項
及
び
四
十
四
の
項
」
を
「
九
の
項
、
十
一
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま

で
、
三
十
六
の
項
、
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
一
の
項
ま
で
、
四
十
四
の
項
及
び
四
十
五
の
項
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
ア
中
「
三
十
七
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
を
「
三
十
八
の
項
及
び
四
十
六

の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
本
文
中
「
三
十
六
の
項
ま
で
及
び
三
十
八
の
項
か
ら
四
十

四
の
項
」
を
「
三
十
七
の
項
ま
で
及
び
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書

中
「
八
の
項
ま
で
、
十
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
、
三
十
一
の
項
か
ら
三
十
六
の
項
ま
で
、
三
十
八
の

項
か
ら
四
十
の
項
ま
で
、
四
十
三
の
項
及
び
四
十
四
の
項
」
を
「
九
の
項
ま
で
、
十
一
の
項
か
ら
二
十

の
項
ま
で
、
三
十
二
の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
、
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
一
の
項
ま
で
、
四
十
四
の

｢２
修
学
資
金
の
種
別

第
種
貸
与

｢２

様
式
第
三
号
中

を

３
決
定
金
額

修
学
資
金
月
額

円
入
学
料
に
相
当
す
る
額

円
｣

決
定
金
額

修
学
資
金
月
額

150,000円

に
、｢４

貸
与
期
間
｣

を｢３
入
学
料
に
相
当
す
る
額

円
｣

貸
与
期
間
｣

に
、

｢５
貸
与
条
件
｣

を

｢４
貸
与
条
件
｣

に
改
め
る
。

２
条
例
第
６
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
県
内
臨
床
研
修

等
従
事
期
間
が
､
同
号
に
規
定
す
る
期
間
に
達
し
た
た
め

３
業
務
上
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し
､
又
は
業
務
に
起
因
す
る

心
身
の
故
障
の
た
め
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
た
め
(条
例
第
６
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
)

業
務
上
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し
､
又
は
業
務
に
起
因
す
る

心
身
の
故
障
の
た
め
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
た
め
(条
例
第
６
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
)

｢４
条
例
第
７
条
第
１
項
第

４
号
｣

を

｢３
条
例
第
７
条
第
１
項
第
４
号
｣

に
、｢５

死
亡
｣

を

｢４
死
亡
｣

に
、｢３

か
ら
５
｣

を

｢２
か
ら
４
｣

に
改
め
る
。

150,000円

100,000円
チ
ェ
ッ
ク
す

る
こ
と
｡
)



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
項
及
び
四
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
十
一
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
、
二
十
五
の
項
」

を
「
十
二
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
、
二
十
六
の
項
」
に
、
「
三
十
一
の
項
か
ら
三
十
六
の
項
ま
で
及

び
三
十
八
の
項
か
ら
四
十
四
の
項
」
を
「
三
十
二
の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
及
び
三
十
九
の
項
か
ら

四
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
三
十
七
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
」

を
「
三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
三
十
七
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
を
「
三
十
八
の
項
及
び
四

十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

平成26年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第17号 4


